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「起きてはならない最悪の事態」ごとの脆弱性評価結果 

１ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

１－１）建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地等における火災による死

傷者の発生 

学校施設の耐震化 

○ 県立学校の耐震化や非構造部材の耐震対策は、耐震工事の積極的な前倒しによる取

組の結果、耐震化率は全国平均を上回るなど、順調に進捗している。引き続き取組を

進め、耐震化を完了する必要がある。 

○ 市町立学校の耐震化は、集中的・重点的な取組により、耐震化率は高い伸びを示し

ているものの、現時点で、平成 27 年度中の耐震化完了が困難な市町が９市町あるなど、

引き続き積極的に取り組む必要がある。 

○ 私立学校の耐震化は、一定の進捗がみられるものの、引き続き耐震改築工事や耐震

補強工事を実施する私立学校への支援を行い、早期に耐震化を完了させる必要がある。 

 

住宅・建築物等の耐震化 

（住宅の耐震化） 

○ 住宅の耐震化率は、74.3％(H25)と、全国水準(約 82%、H25)を下回っていることか

ら、住宅耐震診断・耐震改修への支援、耐震化に係る普及啓発を行い、住宅の耐震化

を促進する必要がある。 

 

（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 

 

災害拠点病院・社会福祉施設の耐震化 

○ 災害拠点病院及び救命救急センターのうち、すべての建物に耐震性のある病院の割

合は、71.4％(H26)と、全国平均(82.2%:H26)を下回っており、大規模災害時の医療体

制の確保を図るため、耐震化等を促進する必要がある。 

○ 社会福祉施設の耐震化率は、81.2％(H25)と、全国平均(86.3%:H25)を下回っており、

災害時の入所者等の安全確保を図るため、耐震化を促進する必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

別紙１ 
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（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 

 

（大規模盛土造成地マップの整備） 

○ 大規模な盛土造成地での崩落等により、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛

土造成地について、市町と連携し、マップの整備を行うことにより、住民に対する情

報提供を促進する必要がある。 

 

住宅の防災対策の推進 

（住宅の防火対策の推進） 

○ 住宅用火災警報器の設置率は、83.4％(H27、全国平均 81.0％)であるが、寝室等の

条例に適合するすべての箇所への設置率は 75.1％(H27、全国平均 66.4％)であること

から、さらなる普及啓発を行う必要がある。 

○ 大規模地震発生後の漏電等による電気火災の発生を防止するため、感震ブレーカー

等の設置を促す必要がある。 

 

（空き家対策の推進） 

○ 県内の空き家戸数は、114,400 戸にのぼり、今後も世帯の減少等により、さらに増

加することが予想される。適切に管理されていない空き家の放置により発生している

防災上の問題等を解決するため、空き家の利活用・適正管理を促進する必要がある。 

 

文化財防災対策の促進 

○ 文化財建造物の多くが木造の大規模な建築物であるとともに、その利用形態、建築

物の構造等は多種多様である。文化財建造物を災害から守り、利用者の安全を確保す

るため、文化財の特性に応じた防災対策を促進する必要がある。 
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救助救出活動の充実強化 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急無線のデジタル化は、県内の７消防本部においてデジタル方式により運用

中。電波法関係の基準改正により、平成 28 年 5月の移行期限までにデジタル化できる

よう整備を進める必要がある。 

 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

県立学校の耐震化率 97.4％(H26) 

  市町立小・中学校の耐震化率 86.9％(H26) 

市町立幼稚園の耐震化率 65.1％(H26) 

保育所の耐震化率 62.2%(H25) 

 私立学校の耐震化率 79.6％(H26) 

すべての建物に耐震性のある災害拠点病院及び救命救急センターの割合 71.4％(H26) 

社会福祉施設の耐震化率 81.2％(H25) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0都市計画区域(H26) 

住宅用火災警報器の設置率 83.4％(H27) 

寝室等の条例に適合するすべての箇所への住宅用火災警報器の設置率 75.1％(H27) 

空家等対策計画策定市町数 0市町(H26) 

消防救急無線のデジタル化整備済団体数 7 消防(H27) 

Ｌアラートの導入 準備中(H27) 

 

１－２）広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 
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（津波・高潮ハザードマップの整備） 

○ 津波ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してい

るため、今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、ハザードマップの対象全市町

での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 

○ 高潮ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してお

り、また、平成 11 年台風第 18 号によって被害のあった地域を優先して一部高潮ハザ

ードマップを作成している。今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、対象全市

町での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

住宅・建築物等の耐震化 

（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 

 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 
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要配慮者対策の促進 

（避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者の適切な避難につながるよう、要配慮者支援マニュアル策定ガイ

ドラインを通じて、避難行動要支援者名簿の更新・拡充や名簿情報の共有や個別計画

の策定などの市町の取組を促進する必要がある。 

○ 大規模災害時には、支援に必要な福祉人材の確保が困難となることから、広域的な

支援、受け入れの仕組みについて、検討を進める必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急無線のデジタル化は、県内の７消防本部においてデジタル方式により運用

中。電波法関係の基準改正により、平成 28 年 5月の移行期限までにデジタル化できる

よう整備を進める必要がある。 

 

災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 

 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

津波ハザードマップ整備市町数  3 市町(H26) 

高潮ハザードマップ整備市町数 8 市町(H26) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域マﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

避難行動要支援者名簿を作成済の市町数 13市町(H26) 

消防救急無線のデジタル化整備済団体数 7 消防(H27) 

防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

Ｌアラートの導入 準備中(H27) 
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１－３）高潮など異常気象等による広域かつ長期的な浸水 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 

 

（高潮ハザードマップの整備） 

○ 県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了しており、また、平成 11 年台風第 18 号

によって被害のあった地域を優先して一部高潮ハザードマップを作成している。今後

は、市町への技術的支援を引き続き行い、対象全市町での作成及び公表に向け取り組

む必要がある。 

 

内水対策の促進 

（下水道（雨水）の整備） 

○ 昨今のゲリラ豪雨等により頻繁に発生する浸水被害の軽減を図るため、下水道（雨

水）の整備を進める必要がある。 

 

（内水ハザードマップの整備） 

○ 浸水実績のある７市のうち６市について平成 28 年度までに、残りの１市については

平成 30 年度までに簡易的なものを含め内水ハザードマップの策定を目指し、その他の

市町については策定を行うよう指導を行う必要がある。 

 

洪水対策の推進 

（河川改修、ダム建設の推進） 

○ 県内の河川の整備率は 42.1％(H24)と全国平均 47.3％(H24)を下回っている。こうし

た中、近年県内では甚大な浸水被害が頻発していることから、河川改修やダム建設を

推進する必要がある。 

 

（洪水ハザードマップの整備） 

○ 気候変動に伴い頻発・激甚化する水害に備え、引き続き、河川の監視体制の強化や

住民等へ提供する防災情報の充実を図るため、近年の豪雨災害や市町の要望等を踏ま

え、新たに水防警報河川を追加指定し、水位観測局の新設や洪水ハザードマップの作

成支援等を実施する必要がある。 
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○ 計画を上回る洪水が発生した場合でも、人命を守り、社会経済の壊滅的な被害をで

きる限り軽減するため、最悪の事態を想定し、最大クラスの洪水を対象とした浸水想

定区域の公表や洪水ハザードマップの作成支援を進める必要がある。 

 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

高潮ハザードマップ整備市町数 8 市町(H26) 

都市浸水対策の整備完了面積 5,902ha(H26) 

内水ハザードマップ整備市町数 2 市(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

 

１－４）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり国

土の脆弱性が高まる事態 

農地防災の推進 

○ 本県のため池は、江戸時代に築造されたものが多く、老朽化しており、豪雨時に決

壊し、下流の人家や公共用施設に被害を与えるおそれがあることから、ため池の廃止

や改修等の対策に取り組んでいく必要がある。 

○ 地すべり防止区域の整備を進め、地すべりによる災害を未然に防ぐ必要がある。 

 

山地災害対策の推進 

（治山事業の推進） 

○ 治山ダム等の整備については着実に推進しているが、近年の局地的な豪雨により山

地災害が多発しており、その復旧や未然防止のため、今後も計画的な整備を進める必

要がある。 

 

土砂災害対策の推進 

（土砂災害防止施設の整備） 

○ 土砂災害被害を防止・軽減するため、土砂災害防止施設の整備を、危険度や緊急性

の高い箇所から重点的・計画的に進める必要がある。 

 

（土砂災害防止施設の老朽化対策） 

○ 老朽化による機能低下を防止し、所定の機能・性能を維持・確保する必要があるこ

とから、土砂災害防止施設の長寿命化計画を平成28年度までに策定し、計画に基づき

適正に対策を実施する必要がある。 
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（土砂災害特別警戒区域等の指定） 

○ 土砂災害からの警戒避難を支援するため、県内全域での指定が完了している「土砂

災害警戒区域」に加え、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがあ

る「土砂災害特別警戒区域」について、早期に全市町での指定を完了する必要がある。 

 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急無線のデジタル化は、県内の７消防本部においてデジタル方式により運用

中。電波法関係の基準改正により、平成 28 年 5月の移行期限までにデジタル化できる

よう整備を進める必要がある。 

 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

ため池の整備箇所数（累計） 1,529箇所(H26) 

 地すべり防止対策の実施（累計） 33地区(H26) 

治山ダム等の整備地区数（累計） 1,369地区(H26) 

土砂災害防止施設の長寿命化計画策定率 0％(H26) 

土砂災害特別警戒区域の指定完了市町数 5 市町(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

消防救急無線のデジタル化整備済団体数 7 消防(H27) 

Ｌアラートの導入 準備中(H27) 

 

１－５）情報伝達の不備や防災に関する知識の不知等による避難行動の遅れ等で多数の

死傷者の発生 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 
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災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 

 

孤立防止のための情報伝達体制の整備 

○ 携帯不感地域の縮小に向け、通信事業者による整備を促進する必要がある。 

 

要配慮者対策の促進 

（避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者の適切な避難につながるよう、要配慮者支援マニュアル策定ガイ

ドラインを通じて、避難行動要支援者名簿の更新・拡充や名簿情報の共有や個別計画

の策定などの市町の取組を促進する必要がある。 

○ 外国人は、災害時にはその行動等に多くの困難が伴い、また、避難生活では厳しい

環境下に置かれるなど、特に支援が必要な要配慮者となることから、外国人住民向け

の防災研修（山口県国際交流協会主催）の実施や、会議において、外国人住民への防

災対策の推進を依頼する等の取組を行っているものの、未だ外国人の防災意識が低い

状況にあり、平常時から外国人に配慮した防災対策を推進しておく必要がある。 

 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

Ｌアラートの導入 準備中(H27) 

防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

避難行動要支援者名簿を作成済の市町数 13市町(H26) 

 

２ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それがなさ

れない場合の必要な対応を含む） 

２－１）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

応援協定の締結・拡充 

○ 災害時に生活必需品等の物資並びに緊急輸送手段を確保できるよう民間事業者と協

定を締結し、流通備蓄による対策を進めており、平時から実効性のある運用に向けた

取組を推進する必要がある。 
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上下水道施設等の耐震化等の促進 

（水道施設の耐震化） 

○ 水供給の長期停止を防ぐため、水道管等の老朽化対策・耐震化を着実に推進する必

要がある。 

 

（応急給水体制の整備） 

○ 被災者に対し、迅速な応急給水を行うため、日本水道協会等における応急給水体制

のさらなる充実を図る必要がある。 

 

（ガス管の耐震化） 

○ 都市ガスのガス管について、耐震性・耐腐食性に優れたポリエチレン管等に更新し、

埋設ガス管の耐震化を進める必要がある。 

 

避難体制の整備 

（避難体制の整備） 

○ 避難所における生活環境の整備や在宅被災者への配慮が求められており、国のガイ

ドラインに対応したマニュアルの整備や、避難所運営管理者となる人材の育成、性別

や年齢が異なる多様な被災者へ配慮した避難所運営など、体制整備を進める必要があ

る。 

 

（避難所等の確保） 

○ 指定緊急避難場所や指定避難所の、市町における拡充を促進するとともに、大規模

災害時に備えた応急仮設住宅の確保について、市町と一体となった取組を進める必要

がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 
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（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 

 

迅速な復旧・復興に向けた取組 

（建設産業の担い手確保・育成） 

○ 被災を受けた公共土木施設等の速やかな復旧を図るため、建設産業の担い手を将来

にわたり確保する必要がある。 

○ 「山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会」を中心に、建設産業、行

政機関、教育機関や就業支援機関が相互に連携し、大幅に減少している若年就業者の

確保、育成に取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

災害時応援協定の締結協定数 102 協定(H27) 

上水道の基幹管路総延長のうち耐震適合性のある管の延長の割合 36.3％(H26) 

避難所運営マニュアル作成済の市町数 12 市町(H26) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

建設産業の技術者・技能者の若年者比率 8.8％(H25) 
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２－２）多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

孤立防止のための情報伝達体制の整備 

○ 携帯不感地域の縮小に向け、通信事業者による整備を促進する必要がある。 

○ 中山間地域が県土の約 7 割を占める本県では、災害時に孤立可能性のある集落が多

く存在することから、衛星携帯電話など多様な伝達手段の確保などに取り組む必要が

ある。 
 

中山間地域の避難対策 

○ 中山間地域が県土の約 7 割を占める本県では、災害時に孤立可能性のある集落が多

く存在することから、道路の寸断による孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の

輸送に対応できるよう、ヘリポートの確保などに取り組む必要がある。 
 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 
 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 
 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 
 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 
 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 
 

山地災害対策の推進 

（治山事業の推進） 

○ 治山ダム等の整備については着実に推進しているが、近年の局地的な豪雨により山

地災害が多発しており、その復旧や未然防止のため、今後も計画的な整備を進める必

要がある。 
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迅速な復旧・復興に向けた取組 

（建設産業の担い手確保・育成） 

○ 被災を受けた公共土木施設等の速やかな復旧を図るため、建設産業の担い手を将来

にわたり確保する必要がある。 

○ 「山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会」を中心に、建設産業、行

政機関、教育機関や就業支援機関が相互に連携し、大幅に減少している若年就業者の

確保、育成に取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

治山ダム等の整備地区数（累計） 1,369地区(H26) 

建設産業の技術者・技能者の若年者比率 8.8％(H25) 

 

２－３）警察、消防等の被災による救助・救急活動等の絶対的不足 

警察施設・消防施設の耐震化 

（警察施設の耐震化） 

○ 警察署は、災害対策の中枢的な役割を担う警察施設としての機能を確保する必要が

あり、早急な耐震化を行う必要がある。また、耐震基準を満たしていない幹部交番に

ついては、適正規模での建て替えを行う必要がある。 

 

（消防施設の耐震化） 

○ 救助・救急活動の中枢的な役割を担う消防施設の機能を確保するため、消防本部や

消防署等の耐震化を行う必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（ヘリコプターによる支援体制の整備） 

○ 消防防災ヘリコプター「きらら」をはじめ関係機関のヘリコプターは、災害時の情

報収集や救急・救助活動、物資搬送、林野火災等、広域的かつ機動的な災害対応を実

施しており、こうした災害対応をより円滑に実施するため、消防防災ヘリコプターの

装備、設備等の充実を図る必要がある。 

 

（装備資機材の整備・高度化） 

○ 災害発生時の救出救助活動を迅速・的確に実施するため、警察・消防の装備資機材

の整備・充実や、高度化を図る必要がある。 
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（警察通信システムの確保） 

○ 警察通信システムは、非常時に備えたバックアップシステムを構築しているが、バ

ックアップ運用となった場合の機器の交換作業手順、中継所への交通手段等について、

備えておく必要がある。 

○ 電源供給が停止することで、警察通信システムが停止するため、無線中継所設置の

発動発電機の計画的な更新を行う必要がある。 

 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急無線のデジタル化は、県内の７消防本部においてデジタル方式により運用

中。電波法関係の基準改正により、平成 28 年 5月の移行期限までにデジタル化できる

よう整備を進める必要がある。 

 

警察・消防等の関係機関の連携強化 

○ 災害現場でのより円滑な救出・救助活動の実施を図るため、各種訓練の実施等によ

り、警察、消防、自衛隊等の関係機関の連携強化を図る必要がある。 

 

災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 

 

消防職員・消防団員等の確保・育成 

○ 県消防学校等において、消防職員及び消防団員等の教育訓練を行っているが、複雑・

多様化する災害への対応能力を高めるため、教育環境の整備を図る必要がある。 

○ 過疎化・高齢化や産業構造の変化により減少傾向にある消防団員を確保するため、

市町に対し、団員の処遇や装備の改善を促すとともに、広報活動や消防団協力事業所

表彰等を通じて消防団員の確保に取り組む必要がある。 

 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

 

迅速な復旧・復興に向けた取組 

（建設産業の担い手確保・育成） 

○ 被災を受けた公共土木施設等の速やかな復旧を図るため、建設産業の担い手を将来

にわたり確保する必要がある。 

○ 「山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会」を中心に、建設産業、行

政機関、教育機関や就業支援機関が相互に連携し、大幅に減少している若年就業者の

確保、育成に取り組む必要がある。 
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【重要業績評価指標】 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

消防救急無線のデジタル化整備済団体数 7 消防(H27) 

防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

消防団員の条例定数に対する充足率 90.7％(H27) 

建設産業の技術者・技能者の若年者比率 8.8％(H25) 

 

２－４）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

応援協定の締結・拡充 

○ 県内の市町間はもとより、中国５県、中国・四国地方、九州・山口９県など、災害

時の広域応援体制について協定を締結しており、平時から実効性のある運用に向けた

取組を推進する必要がある。 

 

災害医療体制の充実 

（災害医療に必要な電力等の確保） 

○ 災害による電力途絶時にも、災害拠点病院等の防災拠点施設の機能を維持するため、

再生可能エネルギー等による非常用電源の多重化を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 
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２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機能の

麻痺 

災害拠点病院・社会福祉施設の耐震化 

○ 災害拠点病院及び救命救急センターのうち、すべての建物に耐震性のある病院の割

合は、71.4％(H26)と、全国平均(82.2%:H26)を下回っており、大規模災害時の医療体

制の確保を図るため、耐震化等を促進する必要がある。 

○ 社会福祉施設の耐震化率は、81.2％(H25)と、全国平均(86.3%:H25)を下回っており、

災害時の入所者等の安全確保を図るため、耐震化を促進する必要がある。 

 

災害医療体制の充実 

（災害拠点病院の体制強化） 

○ 災害時に、多数の傷病者に適切に医療を行うことができるよう、災害拠点病院を中

心とする医療機関の連携体制を構築する必要がある。 

 

（災害医療に必要な電力等の確保） 

○ 災害による電力途絶時にも、災害拠点病院等の防災拠点施設の機能を維持するため、

再生可能エネルギー等による非常用電源の多重化を進める必要がある。 

 

（広域医療搬送体制の充実） 

○ 県内の医療機関で対応不可能な傷病者を、他都道府県に搬送する必要が生じた場合、

山口宇部空港に設置する広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運営が円滑に行える

よう、定期的な訓練等の実施を通じて、ＤＭＡＴ・医療機関・消防機関等との連携強

化を図る必要がある。 

 

災害医療に係る人材の養成 

（ＤＭＡＴ要員等の養成確保） 

○ 多数の負傷者が同時に発生し、医療機関の被災も想定される災害時において、迅速

かつ適切な医療救護活動ができる体制を整備する必要がある。 

○ 精神科医療に対応できるよう、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣要員の

人材養成等を行い、体制の充実を図る必要がある。 

 

（処置拡大救急救命士の養成） 

○ 大規模災害時の医師や看護師等の医療従事者の一時的な不足に対応するため、クラ

ッシュ症候群等への対処が可能な処置拡大救急救命士を養成する必要がある。 

 

災害医療に係る関係機関の連携強化 

○ 広域的かつ大規模な災害による多数の負傷者の応急処置、搬送等を適切に実施する

ため、防災関係機関、医療機関等の連携体制の強化が必要である。 
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要配慮者対策の促進 

（避難行動要支援者対策の促進） 

○ 大規模災害時には、支援に必要な福祉人材の確保が困難となることから、広域的な

支援、受け入れの仕組みについて、検討を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

住宅・建築物等の耐震化 

（住宅の耐震化） 

○ 住宅の耐震化率は、74.3％(H25)と、全国水準(約 82%、H25)を下回っていることか

ら、住宅耐震診断・耐震改修への支援、耐震化に係る普及啓発を行い、住宅の耐震化

を促進する必要がある。 

 

（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 
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都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 

 

（大規模盛土造成地マップの整備） 

○ 大規模な盛土造成地での崩落等により、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛

土造成地について、市町と連携し、マップの整備を行うことにより、住民に対する情

報提供を促進する必要がある。 

 

住宅の防災対策の推進 

（空き家対策の推進） 

○ 県内の空き家戸数は、114,400 戸にのぼり、今後も世帯の減少等により、さらに増

加することが予想される。適切に管理されていない空き家の放置により発生している

防災上の問題等を解決するため、空き家の利活用・適正管理を促進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

すべての建物に耐震性のある災害拠点病院及び救命救急センターの割合 71.4％(H26) 

社会福祉施設の耐震化率 81.2％(H25) 

災害拠点病院数  13病院(H26) 

ＤＭＡＴチーム数  25チーム(H26) 

養成された救急救命士数（累計） 212 人(H27) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

空家等対策計画策定市町数 0市町(H26) 

 

２－６）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

感染症対策の推進 

○ 被災地での感染症の発生・まん延を防止するため、平時から予防接種を促進するほ

か、衛生・防疫体制の強化に努める必要がある。 

 

上下水道施設等の耐震化等の促進 

（下水道機能の確保） 

○ 平成 9 年度以前に建設された重要な幹線管渠について耐震診断の着手を促す必要が

ある。 

○ 大規模地震、津波の発生による下水道機能の停止に対し、限られた人員、資機材で

速やかに機能を維持、回復を図るため、簡易的なものを含めＢＣＰの策定を市町に促

す必要がある。 
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【重要業績評価指標】 

予防接種法に基づく予防接種麻しんワクチン接種率 第 1 期 97.4% 第 2期 94.8%(H26) 

下水道ＢＣＰ策定市町数 4 市町(H26) 

 

３ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

３－１）被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化 

警察施設・消防施設の耐震化 

（警察施設の耐震化） 

○ 警察署は、災害対策の中枢的な役割を担う警察施設としての機能を確保する必要が

あり、早急な耐震化を行う必要がある。また、耐震基準を満たしていない幹部交番に

ついては、適正規模での建て替えを行う必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（装備資機材の整備・高度化） 

○ 災害発生時の救出救助活動を迅速・的確に実施するため、警察・消防の装備資機材

の整備・充実や、高度化を図る必要がある。 

 

（警察通信システムの確保） 

○ 警察通信システムは、非常時に備えたバックアップシステムを構築しているが、バ

ックアップ運用となった場合の機器の交換作業手順、中継所への交通手段等について、

備えておく必要がある。 

○ 電源供給が停止することで、警察通信システムが停止するため、無線中継所設置の

発動発電機の計画的な更新を行う必要がある。 

 

警察本部代替施設の機能強化 

○ 山口県警察本部の代替施設として指定されている山口警察署については、その代替

施設としての機能を維持強化する必要がある。 

 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

 

 

 

 

 



- 58 - 

 

３－２）信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

 

３－３）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

業務継続計画（ＢＣＰ）策定の促進 

（県におけるＢＣＰの見直し） 

○ 大規模自然災害発生時においても必要な行政機能を維持できるよう、平成 24 年 7

月に本庁版ＢＣＰを、平成 26 年 7 月には出先機関も含めた全体版ＢＣＰを策定してい

るが、その実効性を高めるために、不断の見直しを図る必要がある。 
 

（市町におけるＢＣＰの策定） 

○ 住民により身近な基礎自治体である市町は、災害対応はもとより優先すべき通常業

務が数多くあるが、ＢＣＰを策定している割合が低いことから、策定に向けた支援を

行うなど、市町の業務継続体制の整備を促進する必要がある。 

 

防災拠点となる公共施設等の強化 

（防災拠点となる公共施設等の耐震化） 

○ 県、市町庁舎をはじめとする公共施設は、災害対応の拠点となる重要な施設であり、

引き続き、耐震化を推進する必要がある。 
 

（防災拠点施設における電力の確保） 

○ 災害による電力途絶時にも、県、市町庁舎をはじめとする防災拠点施設の機能を維

持するため、再生可能エネルギー等による非常用電源の多重化を進める必要がある。 

 

警察施設・消防施設の耐震化 

（警察施設の耐震化） 

○ 警察署は、災害対策の中枢的な役割を担う警察施設としての機能を確保する必要が

あり、早急な耐震化を行う必要がある。また、耐震基準を満たしていない幹部交番に

ついては、適正規模での建て替えを行う必要がある。 
 

（消防施設の耐震化） 

○ 救助・救急活動の中枢的な役割を担う消防施設の機能を確保するため、消防本部や

消防署等の耐震化を行う必要がある。 

 

住宅・建築物等の耐震化 

（住宅の耐震化） 

○ 住宅の耐震化率は、74.3％(H25)と、全国水準(約 82%、H25)を下回っていることか

ら、住宅耐震診断・耐震改修への支援、耐震化に係る普及啓発を行い、住宅の耐震化

を促進する必要がある。 

資料１ 
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（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 

 

災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 

 

業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の推進 

○ 災害発生時においても、応急業務や優先度の高い通常業務を支えるシステムやネッ

トワーク等の稼働が確保できるよう、点検・訓練等を実施し、計画の見直しを図ると

ともに、市町の計画策定を促進する必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 
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津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

洪水対策の推進 

（河川改修、ダム建設の推進） 

○ 県内の河川の整備率は 42.1％(H24)と全国平均 47.3％(H24)を下回っている。こうし

た中、近年県内では甚大な浸水被害が頻発していることから、河川改修やダム建設を

推進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

業務継続計画（ＢＣＰ）作成市町数 １市(H26) 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

防災拠点の再生可能エネルギー普及率 6.8％(H26) 

防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

 

４ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

４－１）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 

 

業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の推進 

○ 災害発生時においても、応急業務や優先度の高い通常業務を支えるシステムやネッ

トワーク等の稼働が確保できるよう、点検・訓練等を実施し、計画の見直しを図ると

ともに、市町の計画策定を促進する必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（警察通信システムの確保） 

○ 警察通信システムは、非常時に備えたバックアップシステムを構築しているが、バ

ックアップ運用となった場合の機器の交換作業手順、中継所への交通手段等について、

備えておく必要がある。 

○ 電源供給が停止することで、警察通信システムが停止するため、無線中継所設置の

発動発電機の計画的な更新を行う必要がある。 
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警察本部代替施設の機能強化 

○ 山口県警察本部の代替施設として指定されている山口警察署については、その代替

施設としての機能を維持強化する必要がある。 

 

通信事業者等の災害対応力強化 

○ 情報通信インフラについては、中継伝送路の冗長化・多ルート化や通信ビルの耐震

化等を推進しているが、災害時に備え、避難施設等における早期通信手段確保のため

の特設公衆電話の設置や衛星通信機器の更新・追加配備を計画的に推進する必要があ

る。 

【重要業績評価指標】 

防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

 

４－２）テレビ・ラジオ放送の中断等により重要な情報が必要な者に伝達できない事態 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 

 

通信事業者等の災害対応力強化 

○ 放送事業者においては、送信所の整備や予備電源設備等のバックアップ設備の整備

など、災害時に放送中断がないよう放送体制の整備に取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

Ｌアラートの導入 準備中(H27) 

 

５ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全

に陥らせない 

５－１）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下 

企業ＢＣＰ策定の支援 

○ 平成 21 年の実態調査では、県内企業の約半数がＢＣＰ策定の必要性を感じているに

も関わらず、策定率は６％にとどまっていたことから、ＢＣＰ策定の必要性や、業種

別に策定した「山口県中小企業ＢＣＰモデル」の啓発・周知により、企業のＢＣＰ策

定を支援する必要がある。 
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道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

〇 国際拠点港湾及び重要港湾において、大規模地震等により突発的な港湾運営環境の

危機的事象が発生しても、港湾機能の低下を最小限に抑えられるよう、対応の方針、

体制等を示すとともに、それを実現するための対策をとりまとめた計画を策定する必

要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 
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津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

洪水対策の推進 

（河川改修、ダム建設の推進） 

○ 県内の河川の整備率は 42.1％(H24)と全国平均 47.3％(H24)を下回っている。こうし

た中、近年県内では甚大な浸水被害が頻発していることから、河川改修やダム建設を

推進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

県内企業ＢＣＰ策定率 6％(H21) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

港湾ＢＣＰ策定港湾数 0港(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8箇所(H26) 

 

５－２）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギーの供給停止 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 
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道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

 

５－３）コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

石油コンビナート防災対策の強化 

（石油コンビナート防災体制の強化） 

○ 県内には、岩国・大竹、下松、周南、宇部・小野田、六連島の５つの石油コンビナ

ート等特別防災区域があり、化学、石油、鉄鋼などの高い技術力を誇る基礎素材型産

業が集積しており、また、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の発生時には、被

害が大きい地域のコンビナートのバックアップとしても重要な役割を果たすことか

ら、大規模自然災害による災害の発生、拡大を防止するため、コンビナート保安・防

災体制の強化を図る必要がある。 

○ 「山口県石油コンビナート等防災計画」に基づいて、各事業所における防災体制の

強化を図るとともに、事故事例の収集、分析を通じた事故再発防止対策の徹底を図る

必要がある。 

○ 石油コンビナート等防災本部の機能強化の訓練として、シナリオ型の訓練だけでな

く、ブラインド型訓練など現実的な想定による対応訓練を実施するとともに、災害時

の情報伝達体制など防災関係機関等と連携し、災害対応能力の強化を図る必要がある。 

 

（石油コンビナート区域の耐震強化） 

○ 災害等により被災した場合に周辺への影響が大きいと考えられる設備については、

速やかに耐震性の向上を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

石油タンクの耐震基準への適合率（準特定屋外タンク貯蔵所） 73％(H26) 
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５－４）基幹的交通ネットワークの機能停止 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 
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津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 
 

洪水対策の推進 

（河川改修、ダム建設の推進） 

○ 県内の河川の整備率は 42.1％(H24)と全国平均 47.3％(H24)を下回っている。こうし

た中、近年県内では甚大な浸水被害が頻発していることから、河川改修やダム建設を

推進する必要がある。 
 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8箇所(H26) 

 

５－５）食料等の安定供給の停滞 

農業生産基盤の整備 

○ 区画が狭小で農道や水路が整備されていない農地は、被災により、耕作放棄地化す

るおそれがあることから、区画整理等を行い農業生産力を強化する必要がある。 

○ 畑作物の生産を拡大し、食料の安定供給を図るためには、水田の高機能化を進め、

土地利用率を向上させる必要がある。 

○ 集落営農法人を中心とした営農の継続や集落機能の維持を図るためには、本県の７

割を占める中山間地域への支援が必要である。 

○ 耕作放棄地の発生を防ぎ、農地や農業用施設の有する多面的機能を維持していくた

めには、地域が共同で行う保全活動への支援が必要である。 
 

農地防災の推進 

○ 本県のため池は、江戸時代に築造されたものが多く、老朽化しており、豪雨時に決

壊し、下流の人家や公共用施設に被害を与えるおそれがあることから、ため池の廃止

や改修等の対策に取り組んでいく必要がある。 

○ 地すべり防止区域の整備を進め、地すべりによる災害を未然に防ぐ必要がある。 

○ 老朽化した農業用施設は、豪雨や地震時等に機能不全になり、農業生産が停滞する

おそれがあることから、予防保全の観点から、適時・適切な長寿命化対策に取り組ん

でいく必要がある。 
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○ 河川流水の流下を阻害している頭首工を改修し、豪雨等による災害を未然に防ぐ必

要がある。 

○ 老朽化が進んでいる排水機場の改修等を行い、豪雨等による農地や人家・公共施設

等の湛水を未然に防ぐ必要がある。 

 

農業生産体制の強化 

○ 市町、農業団体、普及組織、試験研究機関等が連携し、高度かつ多様な技術課題に

対応できる体制を整備し、普及指導活動を効率的に推進する必要がある。 

○ 需要の拡大に確実に対応し、効率的で持続的な経営が可能な法人等の経営体を核と

した生産体制を強化するため、集落営農法人を重点対象とした機械・施設整備等低コ

ストで効率的な生産体制を構築する必要がある。 

 

救援物資の輸送等 

○ 陸上交通経路の遮断や、離島航路の不通等、最悪の事態発生時における物資の運搬

等に備え、漁業調査船及び漁業取締船を活用する体制を整える必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 
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港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

区画整理面積（累計） 22,820ha(H26) 

水田高機能化面積（累計） 1,215ha(H26) 

中山間地域直接支払制度取組面積（年間） 11,255ha(H26) 

多面的機能支払取組面積（年間） 19,092ha(H26) 

ため池の整備箇所数（累計） 1,529箇所(H26) 

 地すべり防止対策の実施（累計） 33地区(H26) 

農業用施設の長寿命化施設数（累計） 36箇所(H26) 

頭首工の改修（累計） 61箇所(H26) 

 排水機場の改修整備（累計） 37箇所(H26) 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8 箇所(H26) 

 

６ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下

水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガスサプライチ

ェーンの機能の停止 

電力の安定供給体制の確保 

（電力の長期供給停止の防止） 

○ 電気事業者が所有する電気設備の自然災害に対する耐性評価等に基づき、必要に応

じ発変電所・送電線網等の電力システムの耐災性の強化や復旧の迅速化を図る必要が

ある。 
 
 



- 69 - 

 

（県有発電施設の老朽化・耐震化対策等の推進） 

○ 災害発生時に電力の長期間にわたる供給機能の停止を防ぐため、電力の安定供給に

向け設備の劣化状況を的確に把握し、施設の老朽化・耐震化対策を進めるとともに、

「電気事業 施設整備 10か年計画」に基づき、計画的な施設整備に取り組む必要があ

る。 

○ 電力の供給力の向上のため、新たな水力発電所の開発や既設水力発電所の更新時の

出力増強に取り組む必要がある。 
 

（再生可能エネルギーの導入促進） 

○ エネルギー供給源の多様化のため、再生可能エネルギーの導入を促進する必要があ

る。 

 

石油コンビナート防災対策の強化 

（石油コンビナート防災体制の強化） 

○ 県内には、岩国・大竹、下松、周南、宇部・小野田、六連島の５つの石油コンビナ

ート等特別防災区域があり、化学、石油、鉄鋼などの高い技術力を誇る基礎素材型産

業が集積しており、また、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の発生時には、被

害が大きい地域のコンビナートのバックアップとしても重要な役割を果たすことか

ら、大規模自然災害による災害の発生、拡大を防止するため、コンビナート保安・防

災体制の強化を図る必要がある。 

○ 「山口県石油コンビナート等防災計画」に基づいて、各事業所における防災体制の

強化を図るとともに、事故事例の収集、分析を通じた事故再発防止対策の徹底を図る

必要がある。 

○ 石油コンビナート等防災本部の機能強化の訓練として、シナリオ型の訓練だけでな

く、ブラインド型訓練など現実的な想定による対応訓練を実施するとともに、災害時

の情報伝達体制など防災関係機関等と連携し、災害対応能力の強化を図る必要がある。 
 

（石油コンビナート区域の耐震強化） 

○ 事故・災害が発生した場合に周辺への影響が大きいと考えられる設備については、

速やかに耐震性の向上を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

再生可能エネルギーの発電出力 712,125kW(H26) 

石油タンクの耐震基準への適合率（準特定屋外タンク貯蔵所） 73％(H26) 

 

６－２）上下水道等の長期間にわたる機能停止 

上下水道施設等の耐震化等の促進 

（下水道機能の確保） 

○ 平成 9 年度以前に建設された重要な幹線管渠について耐震診断の着手を促す必要が

ある。 
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○ 大規模地震、津波の発生による下水道機能の停止に対し、限られた人員、資機材で

速やかに機能を維持、回復を図るため、簡易的なものを含めＢＣＰの策定を市町に促

す必要がある。 

 

（水道施設の耐震化） 

○ 水供給の長期停止を防ぐため、水道管等の老朽化対策・耐震化を着実に推進する必

要がある。 

 

（応急給水体制の整備） 

○ 被災者に対し、迅速な応急給水を行うため、日本水道協会等における応急給水体制

のさらなる充実を図る必要がある。 

 

工業用水道施設の耐震化等 

○ 災害発生時に工業用水の長期間にわたる機能停止を防ぐため、工業用水の安定供給

に向けた広域的な供給体制の構築や効率的な水運用などの取組を推進するとともに、

重要度、健全度により優先的に更新を要する管路（延長約８ｋｍ）について、「工業

用水道事業 施設整備10か年計画」に基づき、計画的な更新を行う必要がある。 

【重要業績評価指標】 

下水道ＢＣＰ策定市町数 4 市町(H26) 

上水道の基幹管路総延長のうち耐震適合性のある管の延長の割合 36.3％(H26) 

工業用水道管路の更新整備延長（累計） 0.8km(H26) 

 

６－３）地域交通ネットワークが分断する事態 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 
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（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 

 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8 箇所(H26) 
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７ 制御不能な二次災害を発生させない 

７－１）市街地での大規模火災の発生 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 
 

（都市施設の整備） 

○ 都市の防災機能の向上を図るため、市町と連携して市街地における街路や公園等の

整備を含めた面的整備を進める必要がある。 
 

住宅・建築物等の耐震化 

（住宅の耐震化） 

○ 住宅の耐震化率は、74.3％(H25)と、全国水準(約 82%、H25)を下回っていることか

ら、住宅耐震診断・耐震改修への支援、耐震化に係る普及啓発を行い、住宅の耐震化

を促進する必要がある。 
 

（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 
 

住宅の防災対策の推進 

（住宅の防火対策の推進） 

○ 住宅用火災警報器の設置率は、83.4％(H27、全国平均 81.0％)であるが、寝室等の

条例に適合するすべての箇所への設置率は 75.1％(H27、全国平均 66.4％)であること

から、さらなる普及啓発を行う必要がある。 

○ 大規模地震発生後の漏電等による電気火災の発生を防止するため、感震ブレーカー

等の設置を促す必要がある。 
 

（空き家対策の推進） 

○ 県内の空き家戸数は、114,400 戸にのぼり、今後も世帯の減少等により、さらに増

加することが予想される。適切に管理されていない空き家の放置により発生している

防災上の問題等を解決するため、空き家の利活用・適正管理を促進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

住宅用火災警報器の設置率 83.4％(H27) 

寝室等の条例に適合するすべての箇所への住宅用火災警報器の設置率 75.1％(H27) 

空家等対策計画策定市町数 0市町(H26) 
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７－２）有害物質の大規模拡散・流出や海上・臨海部の広域複合災害の発生 

有害物質対策の推進 

○ 災害時の汚染物質や化学物質の生活環境への排出を防止するため、事業者に対して、

有害物質の使用・保管管理の徹底を図るとともに、流出・拡散防止や汚染物質の除去

など防災対策の徹底を図る必要がある。 

石油コンビナート防災対策の強化 

（石油コンビナート防災体制の強化） 

○ 県内には、岩国・大竹、下松、周南、宇部・小野田、六連島の５つの石油コンビナ

ート等特別防災区域があり、化学、石油、鉄鋼などの高い技術力を誇る基礎素材型産

業が集積しており、また、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の発生時には、被

害が大きい地域のコンビナートのバックアップとしても重要な役割を果たすことか

ら、大規模自然災害による災害の発生、拡大を防止するため、コンビナート保安・防

災体制の強化を図る必要がある。 

○ 「山口県石油コンビナート等防災計画」に基づいて、各事業所における防災体制の

強化を図るとともに、事故事例の収集、分析を通じた事故再発防止対策の徹底を図る

必要がある。 

○ 石油コンビナート等防災本部の機能強化の訓練として、シナリオ型の訓練だけでな

く、ブラインド型訓練など現実的な想定による対応訓練を実施するとともに、災害時

の情報伝達体制など防災関係機関等と連携し、災害対応能力の強化を図る必要がある。 

 

（石油コンビナート区域の耐震強化） 

○ 事故・災害が発生した場合に周辺への影響が大きいと考えられる設備については、

速やかに耐震性の向上を図る必要がある。 

 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 

 

（津波・高潮ハザードマップの整備） 

○ 津波ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してい

るため、今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、ハザードマップの対象全市町

での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 
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○ 高潮ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してお

り、また、平成 11 年台風第 18 号によって被害のあった地域を優先して一部高潮ハザ

ードマップを作成している。今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、対象全市

町での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

環境基準の達成率 

 大気(二酸化硫黄、二酸化窒素) 100％(H26) 

水質(生物化学的酸素要求量(河川) 98.4％(H26) 

石油タンクの耐震基準への適合率（準特定屋外タンク貯蔵所） 73％(H26) 

津波ハザードマップ整備市町数  3 市町(H26) 

高潮ハザードマップ整備市町数 8 市町(H26) 

 

７－３）ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

農地防災の推進 

○ 本県のため池は、江戸時代に築造されたものが多く、老朽化しており、豪雨時に決

壊し、下流の人家や公共用施設に被害を与えるおそれがあることから、ため池の廃止

や改修等の対策に取り組んでいく必要がある。 

○ 老朽化した農業用施設は、豪雨や地震時等に機能不全になり、農業生産が停滞する

おそれがあることから、予防保全の観点から、適時・適切な長寿命化対策に取り組ん

でいく必要がある。 
 

津波・高潮対策の推進 

（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 
 

洪水対策の推進 

（河川管理施設の耐震化） 

○ 河川堤防の耐震対策については、背後の地盤高が低く、地震により沈下した堤防を、

大潮の満潮時に海水が越えて大きな浸水被害が発生するおそれがある区間を優先的に

実施しているが、整備率が低く、引き続き整備を推進する必要がある。 
 

（河川管理施設の老朽化対策） 

○ 排水機場及びダムの老朽化が急速に進むことから、長寿命化計画を策定し、計画的

に対策を進める必要がある。 
 

土砂災害対策の推進 

（土砂災害防止施設の老朽化対策） 

○ 老朽化による機能低下を防止し、所定の機能・性能を維持・確保する必要があるこ

とから、土砂災害防止施設の長寿命化計画を平成28年度までに策定し、計画に基づき

適正に対策を実施する必要がある。 
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山地災害対策の推進 

（治山事業の推進） 

○ 治山ダム等の整備については着実に推進しているが、近年の局地的な豪雨により山

地災害が多発しており、その復旧や未然防止のため、今後も計画的な整備を進める必

要がある。 

【重要業績評価指標】 

ため池の整備箇所数（累計） 1,529箇所(H26) 

農業用施設の長寿命化施設数（累計） 36箇所(H26) 

排水機場の長寿命化計画策定数 15施設(H26) 

 ダムの長寿命化計画策定数 4ダム(H26) 

土砂災害防止施設の長寿命化計画策定率 0％(H26) 

治山ダム等の整備地区数（累計） 1,369地区(H26) 

 

７－４）農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

山地災害対策の推進 

（治山事業の推進） 

○ 治山ダム等の整備については着実に推進しているが、近年の局地的な豪雨により山

地災害が多発しており、その復旧や未然防止のため、今後も計画的な整備を進める必

要がある。 

 

（保安林指定の推進） 

○ 水源のかん養や山地災害防止など森林の有する公益的機能を発揮させるため、保安

林指定については着実に推進してきている。今後も、ダム上流や砂防指定地上流にお

いて重要な役割を果たしている森林等について計画的に保安林指定を進めていく必要

がある。 

 

（荒廃森林の整備） 

○ 荒廃し機能の低下した森林の整備を推進しているが、今後も、人工林の間伐や繁茂

竹林の伐採等により、森林の有する公益的機能の回復を推進していく必要がある。 

 

農業生産基盤の整備 

○ 耕作放棄地の発生を防ぎ、農地や農業用施設の有する多面的機能を維持していくた

めには、地域が共同で行う保全活動への支援が必要である。 

【重要業績評価指標】 

治山ダム等の整備地区数（累計） 1,369地区(H26) 

保安林指定面積（累計） 100,650ha(H26) 

荒廃森林の整備面積（年間） 532ha(H26) 

多面的機能支払取組面積（年間） 19,092ha(H26) 
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７－５）風評被害等による地域経済等への甚大な影響 

的確な情報の発信 

○ 災害発生時に、関係機関とも連携しながら、多様な伝達手段を用いて正しい情報を

的確に発信する必要がある。 

 

８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・復旧できる条件を

整備する 

８－１）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

災害廃棄物処理対策の推進 

○ 国の「災害廃棄物対策指針」等を踏まえ、県・市町が災害廃棄物処理計画を策定す

るなど、災害発生時に備え、災害廃棄物の処理体制の構築を図る必要がある。 

○ 大量の災害廃棄物が発生した場合、被災市町単独では対応困難な場合も想定される

ことから、国、県、市町、関係団体、事業者等が連携・協力し、迅速・適正に処理す

る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

災害廃棄物処理計画の策定市町数 2市町(H26) 

 

８－２）道路啓開等の復旧・復興を担う人材（専門家、コーディネーター、労働者、地

域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

迅速な復旧・復興に向けた取組 

（建設産業の担い手確保・育成） 

○ 被災を受けた公共土木施設等の速やかな復旧を図るため、建設産業の担い手を将来

にわたり確保する必要がある。 

○ 「山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会」を中心に、建設産業、行

政機関、教育機関や就業支援機関が相互に連携し、大幅に減少している若年就業者の

確保、育成に取り組む必要がある。 

 

応援協定の締結・拡充 

○ 県内の市町間はもとより、中国５県、中国・四国地方、九州・山口９県など、災害

時の広域応援体制について協定を締結しており、平時から実効性のある運用に向けた

取組を推進する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

建設産業の技術者・技能者の若年者比率 8.8％(H25) 
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８－３）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

消防職員・消防団員等の確保・育成 

○ 過疎化・高齢化や産業構造の変化により減少傾向にある消防団員を確保するため、

市町に対し、団員の処遇や装備の改善を促すとともに、広報活動や消防団協力事業所

表彰等を通じて消防団員の確保に取り組む必要がある。 

 

地域防災力の充実強化 

（地域ぐるみの防災活動の促進） 

○ 地域における防災活動を促進するため、各市町で図上訓練、実働訓練の実施や地域

ぐるみによる防災活動の取組支援など、市町と連携して、地域防災力の充実・強化に

努める必要がある。 

 

警察施設・消防施設の耐震化 

（警察施設の耐震化） 

○ 警察署は、災害対策の中枢的な役割を担う警察施設としての機能を確保する必要が

あり、早急な耐震化を行う必要がある。また、耐震基準を満たしていない幹部交番に

ついては、適正規模での建て替えを行う必要がある。 

 

（消防施設の耐震化） 

○ 救助・救急活動の中枢的な役割を担う消防施設の機能を確保するため、消防本部や

消防署等の耐震化を行う必要がある。 

 

救助救出活動の充実強化 

（装備資機材の整備・高度化） 

○ 災害発生時の救出救助活動を迅速・的確に実施するため、警察・消防の装備資機材

の整備・充実や、高度化を図る必要がある。 

 

警察・消防等の関係機関の連携強化 

○ 災害現場でのより円滑な救出・救助活動の実施を図るため、各種訓練の実施等によ

り、警察、消防、自衛隊等の関係機関の連携強化を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

消防団員の条例定数に対する充足率 90.7％(H27) 

自主防災組織活動カバー率 93.6％(H27) 
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８－４）基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

道路の防災対策の推進 

（橋梁の耐震補強） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

 

（道路の防災対策） 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

 

（市街地等の幹線道路の無電柱化） 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 

 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

○ 港湾施設の老朽化により、大規模災害時に必要な港湾の機能を発揮できないおそれ

があることから、施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を実現するための予防

保全計画に基づき、施設の老朽化対策を進める必要がある。 

 

（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 
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（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 

 

交通安全施設の整備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

 

迅速な復旧・復興に向けた取組 

（地籍調査の促進） 

○ 災害後の円滑な復旧・復興を進めるためには、土地境界を明確にしておくことが重

要であり、引き続き、地籍調査の促進を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

岸壁と橋梁の老朽化対策整備数 2 施設(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8 箇所(H26) 

地籍調査進捗率 61.3％(H26) 

 

８－５）広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

内水対策の促進 

（下水道（雨水）の整備） 

○ 昨今のゲリラ豪雨等により頻繁に発生する浸水被害の軽減を図るため、下水道（雨

水）の整備を進める必要がある。 

 

（内水ハザードマップの整備） 

○ 浸水実績のある７市のうち６市について平成 28 年度までに、残りの１市については

平成 30 年度までに簡易的なものを含め内水ハザードマップの策定を目指し、その他の

市町については策定を行うよう指導を行う必要がある。 

 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 
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（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 

 

（津波・高潮ハザードマップの整備） 

○ 津波ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してい

るため、今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、ハザードマップの対象全市町

での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 

○ 高潮ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してお

り、また、平成 11 年台風第 18 号によって被害のあった地域を優先して一部高潮ハザ

ードマップを作成している。今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、対象全市

町での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

都市浸水対策の整備完了面積 5,902ha(H26) 

内水ハザードマップ整備市町数 2 市(H26) 

津波ハザードマップ整備市町数  3 市町(H26) 

高潮ハザードマップ整備市町数 8 市町(H26) 
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施策分野ごとの脆弱性評価結果 
（個別施策分野） 

１）行政機能／警察・消防等 

《行政機能》 

防災拠点となる公共施設等の強化 

（防災拠点となる公共施設等の耐震化） 

○ 県、市町庁舎をはじめとする公共施設は、災害対応の拠点となる重要な施設であり、

引き続き、耐震化を推進する必要がある。 

 

（防災拠点施設における電力の確保） 

○ 災害による電力途絶時にも、県、市町庁舎をはじめとする防災拠点施設の機能を維

持するため、再生可能エネルギー等による非常用電源の多重化を進める必要がある。 

 

業務継続計画（ＢＣＰ）策定の促進 

（県におけるＢＣＰの見直し） 

○ 大規模自然災害発生時においても必要な行政機能を維持できるよう、平成 24 年 7

月に本庁版ＢＣＰを、平成 26 年 7 月には出先機関も含めた全体版ＢＣＰを策定してい

るが、その実効性を高めるために、不断の見直しを図る必要がある。 

 

（市町におけるＢＣＰの策定） 

○ 住民により身近な基礎自治体である市町は、災害対応はもとより優先すべき通常業

務が数多くあるが、ＢＣＰを策定している割合が低いことから、策定に向けた支援を

行うなど、市町の業務継続体制の整備を促進する必要がある。 

 

人材の育成・確保 

○ 災害に関する実践的な知識・技能と的確な判断力を習得できるよう、防災研修を実

施するとともに、災害時に迅速な対応が行えるよう、各種訓練を通じて災害対応力の

向上を図る必要がある。 

 

応援協定の締結・拡充 

○ 災害時に生活必需品等の物資並びに緊急輸送手段を確保できるよう民間事業者と協

定を締結し、流通備蓄による対策を進めており、平時から実効性のある運用に向けた

取組を推進する必要がある。 

○ 県内の市町間はもとより、中国５県、中国・四国地方、九州・山口９県など、災害

時の広域応援体制について協定を締結しており、平時から実効性のある運用に向けた

取組を推進する必要がある。 

 

 

 

資料１ 
 資料１ 
 
資料１ 

 

別紙２ 
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避難体制の整備 

（避難体制の整備） 

○ 避難所における生活環境の整備や在宅被災者への配慮が求められており、国のガイ

ドラインに対応したマニュアルの整備や、避難所運営管理者となる人材の育成、性別

や年齢が異なる多様な被災者へ配慮した避難所運営など、体制整備を進める必要があ

る。 

 

（避難所等の確保） 

○ 指定緊急避難場所や指定避難所の、市町における拡充を促進するとともに、大規模

災害時に備えた応急仮設住宅の確保について、市町と一体となった取組を進める必要

がある。 

 

中山間地域の避難対策 

○ 中山間地域が県土の約 7 割を占める本県では、災害時に孤立可能性のある集落が多

く存在することから、道路の寸断による孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の

輸送に対応できるよう、ヘリポートの確保などに取り組む必要がある。 

【重要業績評価指標】 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

防災拠点の再生可能エネルギー普及率 6.8％(H26) 

業務継続計画（ＢＣＰ）作成市町数 １市(H26) 

災害時応援協定の締結協定数 102 協定(H27) 

避難所運営マニュアル作成済の市町数 12 市町(H26) 

 

《警察・消防》 

警察施設・消防施設の耐震化 

（警察施設の耐震化） 

○ 警察署は、災害対策の中枢的な役割を担う警察施設としての機能を確保する必要が

あり、早急な耐震化を行う必要がある。また、耐震基準を満たしていない幹部交番に

ついては、適正規模での建て替えを行う必要がある。 

 

（消防施設の耐震化） 

○ 救助・救急活動の中枢的な役割を担う消防施設の機能を確保するため、消防本部や

消防署等の耐震化を行う必要がある。 

 

警察本部代替施設の機能強化 

○ 山口県警察本部の代替施設として指定されている山口警察署については、その代替

施設としての機能を維持強化する必要がある。 
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救助救出活動の充実強化 

（ヘリコプターによる支援体制の整備） 

○ 消防防災ヘリコプター「きらら」をはじめ関係機関のヘリコプターは、災害時の情

報収集や救急・救助活動、物資搬送、林野火災等、広域的かつ機動的な災害対応を実

施しており、こうした災害対応をより円滑に実施するため、消防防災ヘリコプターの

装備、設備等の充実を図る必要がある。 

 

（装備資機材の整備・高度化） 

○ 災害発生時の救出救助活動を迅速・的確に実施するため、警察・消防の装備資機材

の整備・充実や、高度化を図る必要がある。 

 

（警察通信システムの確保） 

○ 警察通信システムは、非常時に備えたバックアップシステムを構築しているが、バ

ックアップ運用となった場合の機器の交換作業手順、中継所への交通手段等について、

備えておく必要がある。 

○ 電源供給が停止することで、警察通信システムが停止するため、無線中継所設置の

発動発電機の計画的な更新を行う必要がある。 

 

（消防救急無線のデジタル化） 

○ 消防救急無線のデジタル化は、県内の７消防本部においてデジタル方式により運用

中。電波法関係の基準改正により、平成 28 年 5月の移行期限までにデジタル化できる

よう整備を進める必要がある。 

 

交通安全施設の設備 

○ 災害時の停電による信号滅灯に起因する信号機の停止原因で発生する交通事故・渋

滞を回避する必要がある。 

 

警察・消防等の関係機関の連携強化 

○ 災害現場でのより円滑な救出・救助活動の実施を図るため、各種訓練の実施等によ

り、警察、消防、自衛隊等の関係機関の連携強化を図る必要がある。 

 

消防職員・消防団員等の確保・育成 

○ 県消防学校等において、消防職員及び消防団員等の教育訓練を行っているが、複雑・

多様化する災害への対応能力を高めるため、教育環境の整備を図る必要がある。 

○ 過疎化・高齢化や産業構造の変化により減少傾向にある消防団員を確保するため、

市町に対し、団員の処遇や装備の改善を促すとともに、広報活動や消防団協力事業所

表彰等を通じて消防団員の確保に取り組む必要がある。 
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【重要業績評価指標】 

防災拠点となる公共施設等の耐震化率(県全体) 79.7％(H26) 

消防救急無線のデジタル化整備済団体数 7 消防(H27) 

消防団員の条例定数に対する充足率 90.7％(H27) 

 

２）住宅・都市／環境 

《住宅・都市》 

学校施設の耐震化 

○ 県立学校の耐震化や非構造部材の耐震対策は、耐震工事の積極的な前倒しによる取

組の結果、耐震化率は全国平均を上回るなど、順調に進捗している。引き続き取組を

進め、耐震化を完了する必要がある。 

○ 市町立学校の耐震化は、集中的・重点的な取組により、耐震化率は高い伸びを示し

ているものの、現時点で、平成 27 年度中の耐震化完了が困難な市町が９市町あるなど、

引き続き積極的に取り組む必要がある。 

○ 私立学校の耐震化は、一定の進捗がみられるものの、引き続き耐震改築工事や耐震

補強工事を実施する私立学校への支援を行い、早期に耐震化を完了させる必要がある。 
 

住宅・建築物等の耐震化 

（住宅の耐震化） 

○ 住宅の耐震化率は、74.3％(H25)と、全国水準(約 82%、H25)を下回っていることか

ら、住宅耐震診断・耐震改修への支援、耐震化に係る普及啓発を行い、住宅の耐震化

を促進する必要がある。 
 
（大規模建築物の耐震化） 

○ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物や防災上重要な建築物は、災害時に避難

所や応急対策拠点となり得るものであることから、引き続き、耐震診断や耐震改修に

対する支援を行い、早急な耐震化を促進する必要がある。 
 

都市の防災機能の向上 

（防災・減災のまちづくりの推進） 

○ 様々な災害リスクが高まる中、災害に強い都市の形成を図るためハード・ソフトを 

組み合わせた総合的な防災・減災対策について都市計画区域マスタープランに盛り込

むことにより、都市防災を推進する必要がある。 
 
（都市施設の整備） 

○ 都市の防災機能の向上を図るため、市町と連携して市街地における街路や公園等の

整備を含めた面的整備を進める必要がある。 
 
（大規模盛土造成地マップの整備） 

○ 大規模な盛土造成地での崩落等により、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛

土造成地について、市町と連携し、マップの整備を行うことにより、住民に対する情

報提供を促進する必要がある。 
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住宅の防災対策の推進 

（住宅の防火対策の推進） 

○ 住宅用火災警報器の設置率は、83.4％(H27、全国平均 81.0％)であるが、寝室等の

条例に適合するすべての箇所への設置率は 75.1％(H27、全国平均 66.4％)であること

から、さらなる普及啓発を行う必要がある。 

○ 大規模地震発生後の漏電等による電気火災の発生を防止するため、感震ブレーカー

等の設置を促す必要がある。 
 

（空き家対策の推進） 

○ 県内の空き家戸数は、114,400 戸にのぼり、今後も世帯の減少等により、さらに増

加することが予想される。適切に管理されていない空き家の放置により発生している

防災上の問題等を解決するため、空き家の利活用・適正管理を促進する必要がある。 

 

文化財防災対策の促進 

○ 文化財建造物の多くが木造の大規模な建築物であるとともに、その利用形態、建築

物の構造等は多種多様である。文化財建造物を災害から守り、利用者の安全を確保す

るため、文化財の特性に応じた防災対策を促進する必要がある。 

 

内水対策の促進 

（下水道（雨水）の整備） 

○ 昨今のゲリラ豪雨等により頻繁に発生する浸水被害の軽減を図るため、下水道（雨

水）の整備を進める必要がある。 
 

（内水ハザードマップの整備） 

○ 浸水実績のある７市のうち６市について平成 28 年度までに、残りの１市については

平成 30 年度までに簡易的なものを含め内水ハザードマップの策定を目指し、その他の

市町については策定を行うよう指導を行う必要がある。 

 

上下水道施設等の耐震化等の促進 

（下水道機能の確保） 

○ 平成 9 年度以前に建設された重要な幹線管渠について耐震診断の着手を促す必要が

ある。 

○ 大規模地震、津波の発生による下水道機能の停止に対し、限られた人員、資機材で

速やかに機能を維持、回復を図るため、簡易的なものを含めＢＣＰの策定を市町に促

す必要がある。 
 

（水道施設の耐震化） 

○ 水供給の長期停止を防ぐため、水道管等の老朽化対策・耐震化を着実に推進する必

要がある。 
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（ガス管の耐震化） 

○ 都市ガスのガス管について、耐震性・耐腐食性に優れたポリエチレン管等に更新し、

埋設ガス管の耐震化を進める必要がある。 
 

（応急給水体制の整備） 

○ 被災者に対し、迅速な応急給水を行うため、日本水道協会等における応急給水体制

のさらなる充実を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

県立学校の耐震化率 97.4％(H26) 

  市町立小・中学校の耐震化率 86.9％(H26) 

市町立幼稚園の耐震化率 65.1％(H26) 

保育所の耐震化率 62.2%(H25) 

 私立学校の耐震化率 79.6％(H26) 

防災・減災対策を踏まえ改訂した都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの数 0 都市計画区域(H26) 

住宅用火災警報器の設置率 83.4％(H27) 

寝室等の条例に適合するすべての箇所への住宅用火災警報器の設置率 75.1％(H27) 

空家等対策計画策定市町数 0市町(H26) 

都市浸水対策の整備完了面積 5,902ha(H26) 

内水ハザードマップ整備市町数 2 市(H26) 

下水道ＢＣＰ策定市町数 4 市町(H26) 

上水道の基幹管路総延長のうち耐震適合性のある管の延長の割合 36.3％(H26) 

 

《環境》 

災害廃棄物処理対策の推進 

○ 国の「災害廃棄物対策指針」等を踏まえ、県・市町が災害廃棄物処理計画を策定す

るなど、災害発生時に備え、災害廃棄物の処理体制の構築を図る必要がある。 

○ 大量の災害廃棄物が発生した場合、被災市町単独では対応困難な場合も想定される

ことから、国、県、市町、関係団体、事業者等が連携・協力し、迅速・適正に処理す

る必要がある。 

 

有害物質対策の推進 

○ 災害時の汚染物質や化学物質の生活環境への排出を防止するため、事業者に対して、

有害物質の使用・保管管理の徹底を図るとともに、流出・拡散防止や汚染物質の除去

など防災対策の徹底を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

災害廃棄物処理計画の策定市町数 2市町(H26) 

環境基準の達成率 

 大気(二酸化硫黄、二酸化窒素) 100％(H26) 

水質(生物化学的酸素要求量(河川) 98.4％(H26) 
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３）保健医療・福祉 

災害拠点病院・社会福祉施設の耐震化 

○ 災害拠点病院及び救命救急センターのうち、すべての建物に耐震性のある病院の割

合は、71.4％(H26)と、全国平均(82.2%:H26)を下回っており、大規模災害時の医療体

制の確保を図るため、耐震化等を促進する必要がある。 

○ 社会福祉施設の耐震化率は、81.2％(H25)と、全国平均(86.3%:H25)を下回っており、

災害時の入所者等の安全確保を図るため、耐震化を促進する必要がある。 

 

災害医療体制の充実 

（災害拠点病院の体制強化） 

○ 災害時に、多数の傷病者に適切に医療を行うことができるよう、災害拠点病院を中

心とする医療機関の連携体制を構築する必要がある。 

 

（災害医療に必要な電力等の確保） 

○ 災害による電力途絶時にも、災害拠点病院等の防災拠点施設の機能を維持するため、

再生可能エネルギー等による非常用電源の多重化を進める必要がある。 

 

（広域医療搬送体制の充実） 

○ 県内の医療機関で対応不可能な傷病者を、他都道府県に搬送する必要が生じた場合、

山口宇部空港に設置する広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運営が円滑に行える

よう、定期的な訓練等の実施を通じて、ＤＭＡＴ・医療機関・消防機関等との連携強

化を図る必要がある。 

 

災害医療に係る人材の養成 

（ＤＭＡＴ要員等の養成確保） 

○ 多数の負傷者が同時に発生し、医療機関の被災も想定される災害時において、迅速

かつ適切な医療救護活動ができる体制を整備する必要がある。 

○ 精神科医療に対応できるよう、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣要員の

人材養成等を行い、体制の充実を図る必要がある。 

 

（処置拡大救急救命士の養成） 

○ 大規模災害時の医師や看護師等の医療従事者の一時的な不足に対応するため、クラ

ッシュ症候群等への対処が可能な処置拡大救急救命士を養成する必要がある。 

 

災害医療に係る関係機関の連携強化 

○ 広域的かつ大規模な災害による多数の負傷者の応急処置、搬送等を適切に実施する

ため、防災関係機関、医療機関等の連携体制の強化が必要である。 
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要配慮者対策の促進 

（避難行動要支援者対策の促進） 

○ 避難行動要支援者の適切な避難につながるよう、要配慮者支援マニュアル策定ガイ

ドラインを通じて、避難行動要支援者名簿の更新・拡充や名簿情報の共有や個別計画

の策定などの市町の取組を促進する必要がある。 

○ 外国人は、災害時にはその行動等に多くの困難が伴い、また、避難生活では厳しい

環境下に置かれるなど、特に支援が必要な要配慮者となることから、外国人住民向け

の防災研修（山口県国際交流協会主催）の実施や、会議において、外国人住民への防

災対策の推進を依頼する等の取組を行っているものの、未だ外国人の防災意識が低い

状況にあり、平常時から外国人に配慮した防災対策を推進しておく必要がある。 

○ 大規模災害時には、支援に必要な福祉人材の確保が困難となることから、広域的な

支援、受け入れの仕組みについて、検討を進める必要がある。 

 

（福祉避難所の指定） 

○ 避難所生活で特別な配慮が必要な高齢者や障害者等を受け入れる福祉避難所を確保

するため、市町による指定等を促進する必要がある。 

 

感染症対策の推進 

○ 被災地での感染症の発生・まん延を防止するため、平時から予防接種を促進するほ

か、衛生・防疫体制の強化に努める必要がある。 

【重要業績評価指標】 

すべての建物に耐震性のある災害拠点病院及び救命救急センターの割合 71.4％(H26) 

社会福祉施設の耐震化率 81.2％(H25) 

災害拠点病院数 13 病院(H26) 

ＤＭＡＴチーム数 25チーム(H26) 

養成された救急救命士数(累計) 212人(H27) 

避難行動要支援者名簿を作成済の市町数 13市町(H26) 

福祉避難所の指定数数 149 箇所(H26) 

予防接種法に基づく予防接種麻しんワクチン接種率 第 1 期 97.4% 第 2期 94.8%(H26) 

 

４）産業・エネルギー 

企業ＢＣＰ策定の支援 

○ 平成 21 年の実態調査では、県内企業の約半数がＢＣＰ策定の必要性を感じているに

も関わらず、策定率は６％にとどまっていたことから、ＢＣＰ策定の必要性や、業種

別に策定した「山口県中小企業ＢＣＰモデル」の啓発・周知により、企業のＢＣＰ策

定を支援する必要がある。 
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電力の安定供給体制の確保 

（電力の長期供給停止の防止） 

○ 電気事業者が所有する電気設備の自然災害に対する耐性評価等に基づき、必要に応

じ発変電所・送電線網等の電力システムの耐災性の強化や復旧の迅速化を図る必要が

ある。 
 

（県有発電施設の老朽化・耐震化対策等の推進） 

○ 災害発生時に電力の長期間にわたる供給機能の停止を防ぐため、電力の安定供給に

向け設備の劣化状況を的確に把握し、施設の老朽化・耐震化対策を進めるとともに、

「電気事業 施設整備 10か年計画」に基づき、計画的な施設整備に取り組む必要があ

る。 

○ 電力の供給力の向上のため、新たな水力発電所の開発や既設水力発電所の更新時の

出力増強に取り組む必要がある。 
 

（再生可能エネルギーの導入促進） 

○ エネルギー供給源の多様化のため、再生可能エネルギーの導入を促進する必要があ

る。 
 

工業用水道施設の耐震化等 

○ 災害発生時に工業用水の長期間にわたる機能停止を防ぐため、工業用水の安定供給

に向けた広域的な供給体制の構築や効率的な水運用などの取組を推進するとともに、

重要度、健全度により優先的に更新を要する管路（延長約８km）について、「工業用

水道事業 施設整備10か年計画」に基づき、計画的な更新を行う必要がある。 
 

石油コンビナート防災対策の強化 

（石油コンビナート防災体制の強化） 

○ 県内には、岩国・大竹、下松、周南、宇部・小野田、六連島の５つの石油コンビナ

ート等特別防災区域があり、化学、石油、鉄鋼などの高い技術力を誇る基礎素材型産

業が集積しており、また、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の発生時には、被

害が大きい地域のコンビナートのバックアップとしても重要な役割を果たすことか

ら、大規模自然災害による災害の発生、拡大を防止するため、コンビナート保安・防

災体制の強化を図る必要がある。 

○ 「山口県石油コンビナート等防災計画」に基づいて、各事業所における防災体制の

強化を図るとともに、事故事例の収集、分析を通じた事故再発防止対策の徹底を図る

必要がある。 

○ 石油コンビナート等防災本部の機能強化の訓練として、シナリオ型の訓練だけでな

く、ブラインド型訓練など現実的な想定による対応訓練を実施するとともに、災害時

の情報伝達体制など防災関係機関等と連携し、災害対応能力の強化を図る必要がある。 
 

（石油コンビナート区域の耐震強化） 

○ 事故・災害が発生した場合に周辺への影響が大きいと考えられる設備については、

速やかに耐震性の向上を図る必要がある。 
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【重要業績評価指標】 

県内企業ＢＣＰ策定率 6％(H21) 

再生可能エネルギーの発電出力 712,125kW(H26) 

工業用水道管路の更新整備延長（累計） 0.8km(H26) 

石油タンクの耐震基準への適合率（準特定屋外タンク貯蔵所） 73％(H26) 

 

５）情報・通信 

業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の推進 

○ 災害発生時においても、応急業務や優先度の高い通常業務を支えるシステムやネッ

トワーク等の稼働が確保できるよう、点検・訓練等を実施し、計画の見直しを図ると

ともに、市町の計画策定を促進する必要がある。 
 

多様な情報伝達手段の確保 

○ 防災情報システムは、平常時、災害時を問わず、常時（24時間 365 日）稼働を必要

としており、耐災害性を確保したシステムへ更新する必要がある。 

○ 防災情報を迅速・的確に県民等に伝達する「Ｌアラート」の導入など、防災情報シ

ステムの機能強化を図る必要がある。 
 

災害時の情報伝達の強化 

（防災行政無線の耐災害性の強化） 

○ 防災行政無線は、防災関係機関相互を結ぶ基幹通信回線として多目的に使用してい

る。現在の防災行政無線はスター型の回線構成であるためループ化を行い、耐災害性

を高め通信基盤の強化を図る必要がある。 
 

（的確な情報の発信） 

○ 災害発生時に多様な伝達手段を用いた情報提供を市町に働きかけるとともに、関係

機関とも連携しながら、正しい情報を的確に発信する必要がある。 
 

孤立防止のための情報伝達体制の整備 

○ 携帯不感地域の縮小に向け、通信事業者において必要な整備を行う必要がある。 

○ 中山間地域が県土の約 7 割を占める本県では、災害時に孤立可能性のある集落が多

く存在することから、衛星携帯電話など多様な伝達手段の確保などに取り組む必要が

ある。 
 

通信事業者等の災害対応力強化 

○ 情報通信インフラについては、中継伝送路の冗長化・多ルート化や通信ビルの耐震

化等を推進しているが、災害時に備え、避難施設等における早期通信手段確保のため

の特設公衆電話の設置や衛星通信機器の更新・追加配備を計画的に推進する必要があ

る。 

○ 放送事業者においては、送信所の整備や予備電源設備等のバックアップ設備の整備

など、災害時に放送中断がないよう放送体制の整備に取り組む必要がある。 
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【重要業績評価指標】 

 Ｌアラートの導入 準備中(H27) 

 Ｌアラート等を活用した情報伝達訓練の実施 ３回(H27) 

 防災行政無線のループ化 準備中(H27) 

 

６）交通・物流 

道路の防災対策の推進 

（道路の防災対策） 

○ 古い基準で建設された橋梁は大規模地震により落橋・倒壊のおそれがある。耐震補

強実施済み数は 59 橋であり、引き続き、耐震補強を推進する必要がある。 

○ 道路斜面は豪雨等により崩壊するなど被害を受けやすいが、対策完了箇所数は 223

箇所であり、引き続き、防災対策を推進する必要がある。 

○ 電柱は大規模地震により倒壊するなど被害を受けやすいが、無電柱化整備済み延長

は 114kmであり、引き続き、無電柱化を推進する必要がある。 
 

（道路施設の老朽化対策） 

○ 道路施設の老朽化により、災害時に安全な通行に支障が生じ、必要な道路の機能を

発揮できないおそれがあることから、道路施設の長寿命化計画等の策定を進め、定期

点検を実施するとともに、計画的な修繕・更新を推進する必要がある。 

 

道路ネットワークの整備 

○ 災害時の救急活動・緊急物資の輸送、復旧活動の支援等に重要な役割を果たす広域

的な道路ネットワークを構築するため、山陰道や地域高規格道路をはじめとした幹線

道路等重要な道路の整備を進める必要がある。 

○ 災害時の避難や救急・消防活動の迅速化・円滑化を図るため、歩道の設置や生活道

路の整備を進める必要がある。 

 

港湾・空港施設の整備等 

（港湾施設の整備） 

○ 大規模災害時の緊急物資海上輸送基地として中核的な役割を担う港湾において、耐

震強化岸壁の整備を早急に進める必要がある。また、整備効果の早期発現及びコスト

縮減を図るため、既存施設の改良による有効活用を基本に整備を進める必要がある。 

○ 港湾施設の老朽化により、大規模災害時に必要な港湾の機能を発揮できないおそれ

があることから、施設の延命化とライフサイクルコストの縮減を実現するための予防

保全計画に基づき、施設の老朽化対策を進める必要がある。 

〇 国際拠点港湾及び重要港湾において、大規模地震等により突発的な港湾運営環境の

危機的事象が発生しても、港湾機能の低下を最小限に抑えられるよう、対応の方針、

体制等を示すとともに、それを実現するための対策をとりまとめた計画を策定する必

要がある。 
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（漁港施設の整備） 

○ 食料等の安定供給のため、陸揚岸壁の耐震化を行う必要がある。 

 

（空港施設の安全確保） 

○ 災害時の交通の確保や緊急輸送のため、管理者による施設等の安全性の確保に努め

る必要がある。 

 

救援物資の輸送等 

○ 災害応急対策活動を円滑に実施する上で、緊急輸送道路など緊急輸送施設の確保は

重要であり、緊急輸送施設の指定を進める必要がある。 

○ 離島においては、船舶による救助・救出や物資の輸送に対応できるよう、関係機関

との連携を構築しておく必要がある。 

○ 陸上交通経路の遮断や、離島航路の不通等、最悪の事態発生時における物資の運搬

等に備え、漁業調査船及び漁業取締船を活用する体制を整える必要がある。 

【重要業績評価指標】 

橋梁の耐震補強実施数（累計） 59橋(H26) 

橋梁の長寿命化計画に基づく修繕実施数（累計） 114橋(H26) 

耐震強化実施済岸壁数 1施設(H26) 

岸壁と橋梁の老朽化対策整備数 2 施設(H26) 

港湾ＢＣＰ策定港湾数 0港(H26) 

陸揚岸壁の耐震化施設数 8箇所(H26) 

 

７）農林水産 

農地防災の推進 

○ 本県のため池は、江戸時代に築造されたものが多く、老朽化しており、豪雨時に決

壊し、下流の人家や公共用施設に被害を与えるおそれがあることから、ため池の廃止

や改修等の対策に取り組んでいく必要がある。 

○ 地すべり防止区域の整備を進め、地すべりによる災害を未然に防ぐ必要がある。 

○ 老朽化した農業用施設は、豪雨や地震時等に機能不全になり、農業生産が停滞する

おそれがあることから、予防保全の観点から、適時・適切な長寿命化対策に取り組ん

でいく必要がある。 

○ 河川流水の流下を阻害している頭首工を改修し、豪雨等による災害を未然に防ぐ必

要がある。 

○ 老朽化が進んでいる排水機場の改修等を行い、豪雨等による農地や人家・公共施設

等の湛水を未然に防ぐ必要がある。 
 

農業生産基盤の整備 

○ 区画が狭小で農道や水路が整備されていない農地は、被災により、耕作放棄地化す

るおそれがあることから、区画整理等を行い農業生産力を強化する必要がある。 
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○ 畑作物の生産を拡大し、食料の安定供給を図るためには、水田の高機能化を進め、

土地利用率を向上させる必要がある。 

○ 集落営農法人を中心とした営農の継続や集落機能の維持を図るためには、本県の７

割を占める中山間地域への支援が必要である。 

○ 耕作放棄地の発生を防ぎ、農地や農業用施設の有する多面的機能を維持していくた

めには、地域が共同で行う保全活動への支援が必要である。 

 

農業生産体制の強化 

○ 市町、農業団体、普及組織、試験研究機関等が連携し、高度かつ多様な技術課題に

対応できる体制を整備し、普及指導活動を効率的に推進する必要がある。 

○ 需要の拡大に確実に対応し、効率的で持続的な経営が可能な法人等の経営体を核と

した生産体制を強化するため、集落営農法人を重点対象とした機械・施設整備等低コ

ストで効率的な生産体制を構築する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

ため池の整備箇所数（累計） 1,529箇所(H26) 

 地すべり防止対策の実施（累計） 33地区(H26) 

農業用施設の長寿命化施設数（累計） 36箇所(H26) 

頭首工の改修（累計） 61箇所(H26) 

 排水機場の改修整備（累計） 37箇所(H26) 

区画整理面積（累計） 22,820ha(H26) 

水田高機能化面積（累計） 1,215ha(H26) 

中山間地域直接支払制度取組面積（年間） 11,255ha(H26) 

多面的機能支払取組面積（年間） 19,092ha(H26) 

 

８）国土保全・土地利用 

津波・高潮対策の推進 

（海岸保全施設の整備） 

○ 台風時に高潮の影響を受けやすい地勢的な特徴を有しており、これまでたびたび大

きな高潮被害に見舞われてきたことや、発生が懸念される地震・津波に備えるため、

護岸や堤防等の整備を計画的かつ早期に進める必要がある。 

 

（海岸堤防の整備・点検） 

○ 津波・高潮等から県民の生命や財産を守るため、海岸堤防の整備（計画高までの整

備と耐震化）や防災施設（海岸堤防）の点検・診断を行う必要がある。 

 

（津波・高潮ハザードマップの整備） 

○ 津波ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してい

るため、今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、ハザードマップの対象全市町

での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 
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○ 高潮ハザードマップについては、県が行う浸水想定区域図の作成は全て完了してお

り、また、平成 11 年台風第 18 号によって被害のあった地域を優先して一部高潮ハザ

ードマップを作成している。今後は、市町への技術的支援を引き続き行い、対象全市

町での作成及び公表に向け取り組む必要がある。 
 

洪水対策の推進 

（河川改修、ダム建設の推進） 

○ 県内の河川の整備率は 42.1％(H24)と全国平均 47.3％(H24)を下回っている。こうし

た中、近年県内では甚大な浸水被害が頻発していることから、河川改修やダム建設を

推進する必要がある。 
 

（洪水ハザードマップの整備） 

○ 気候変動に伴い頻発・激甚化する水害に備え、引き続き、河川の監視体制の強化や

住民等へ提供する防災情報の充実を図るため、近年の豪雨災害や市町の要望等を踏ま

え、新たに水防警報河川を追加指定し、水位観測局の新設や洪水ハザードマップの作

成支援等を実施する必要がある。 

○ 計画を上回る洪水が発生した場合でも、人命を守り、社会経済の壊滅的な被害をで

きる限り軽減するため、最悪の事態を想定し、最大クラスの洪水を対象とした浸水想

定区域の公表や洪水ハザードマップの作成支援を進める必要がある。 
 

（河川管理施設の耐震化） 

○ 河川堤防の耐震対策については、背後の地盤高が低く、地震により沈下した堤防を、

大潮の満潮時に海水が越えて大きな浸水被害が発生するおそれがある区間を優先的に

実施しているが、整備率が低く、引き続き整備を推進する必要がある。 
 

（河川管理施設の老朽化対策） 

○ 排水機場及びダムの老朽化が急速に進むことから、長寿命化計画を策定し、計画的

に対策を進める必要がある。 
 

山地災害対策の推進 

（治山事業の推進） 

○ 治山ダム等の整備については着実に推進しているが、近年の局地的な豪雨により山

地災害が多発しており、その復旧や未然防止のため、今後も計画的な整備を進める必

要がある。 
 

（保安林指定の推進） 

○ 水源のかん養や山地災害防止など森林の有する公益的機能を発揮させるため、保安

林指定については着実に推進してきている。今後も、ダム上流や砂防指定地上流にお

いて重要な役割を果たしている森林等について計画的に保安林指定を進めていく必要

がある。 
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（荒廃森林の整備） 

○ 荒廃し機能の低下した森林の整備を推進しているが、今後も、人工林の間伐や繁茂

竹林の伐採等により、森林の有する公益的機能の回復を推進していく必要がある。 
 

土砂災害対策の推進 

（土砂災害防止施設の整備等） 

○ 土砂災害被害を防止・軽減するため、土砂災害防止施設の整備を、危険度や緊急性

の高い箇所から重点的・計画的に進める必要がある。 

○ 老朽化による機能低下を防止し、所定の機能・性能を維持・確保する必要があるこ

とから、土砂災害防止施設の長寿命化計画を平成28年度までに策定し、計画に基づき

適正に対策を実施する必要がある。 
 

（土砂災害特別警戒区域等の指定） 

○ 土砂災害からの警戒避難を支援するため、県内全域での指定が完了している「土砂

災害警戒区域」に加え、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがあ

る「土砂災害特別警戒区域」について、早期に全市町での指定を完了する必要がある。 

 

迅速な復旧・復興に向けた取組 

（建設産業の担い手確保・育成） 

○ 被災を受けた公共土木施設等の速やかな復旧を図るため、建設産業の担い手を将来

にわたり確保する必要がある。 

○ 「山口県地域を支える建設産業担い手確保・育成協議会」を中心に、建設産業、行

政機関、教育機関や就業支援機関が相互に連携し、大幅に減少している若年就業者の

確保、育成に取り組む必要がある。 
 

（地籍調査の促進） 

○ 災害後の円滑な復旧・復興を進めるためには、土地境界を明確にしておくことが重

要であり、引き続き、地籍調査の促進を図る必要がある。 

【重要業績評価指標】 

津波ハザードマップ整備市町数  3 市町(H26) 

高潮ハザードマップ整備市町数 8 市町(H26) 

排水機場の長寿命化計画策定数 15施設(H26) 

 ダムの長寿命化計画策定数 4ダム(H26) 

治山ダム等の整備地区数（累計） 1,369地区(H26) 

保安林指定面積（累計） 100,650ha(H26) 

荒廃森林の整備面積（年間） 532ha(H26) 

土砂災害防止施設の長寿命化計画策定率 0％(H26) 

土砂災害特別警戒区域の指定完了市町数 5 市町(H26) 

建設産業の技術者・技能者の若年者比率 8.8％(H25) 

地籍調査進捗率 61.3％(H26) 
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（横断的分野） 

９）リスクコミュニケーション 

地域防災力の充実強化 

（防災意識の醸成） 

○ 災害による被害を最小限に抑えるためには、「自らのいのちは自らが守る」という「自

助」、「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共助」の精神に基づく、地域防災

力の充実強化を図る必要がある。 

○ 防災意識を醸成するため、防災知識の普及啓発や防災教育・訓練を充実させる必要

がある。 

 

（地域ぐるみの防災活動の促進） 

○ 地域における防災活動を促進するため、各市町で図上訓練、実働訓練の実施や地域

ぐるみによる防災活動の取組支援など、市町と連携して、地域防災力の充実・強化に

努める必要がある。 

○ 災害についての知識や適切な避難行動、家族の避難方法等の確認の必要性などを示

した「防災教育テキスト」をすべての児童生徒に配付するとともに、災害から身を守

るための知識が行動に結びつくよう、実際の災害に即した避難訓練や、大学教授・気

象台職員等の専門家による防災出前授業など、実践的な防災教育に努める必要がある。 

○ 県内の地域を指定し、学校・家庭・地域が一体となった実践的な防災訓練を、コミ

ュニティ・スクール等の仕組みを活かして実施しており、子どもたちの安全をより確

かなものとしていく必要がある。 

 

（防災の担い手づくり） 

○ 災害発生後の避難、救護等を円滑に進めるため、自主防災組織と消防団が連携した

地域防災の担い手の育成が必要である。 

 

（中山間地域「やまぐち元気生活圏」づくりの推進） 

○ 集落の小規模高齢化が進む中、災害発生時にも、生活機能・サービスを地域で支え

合うことができるよう、「山口県中山間地域づくりビジョン」に基づき、地域・市町に

おける集落間のネットワーク化の促進を支援する必要がある。 

【重要業績評価指標】 

自主防災組織活動カバー率 93.6％(H27) 

コミュニティ・スクールの設置率（市町立小・中学校） 93.1％(H27) 
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１０）老朽化対策 

公共施設等の適切な維持管理 

（公共施設等の総合的なマネジメントの推進） 

○ 高度経済成長期とその後の約10年を中心として整備した学校・県営住宅などの公共

建築物や、道路・河川などの都市基盤施設は、現在老朽化が顕在しており、その対応

が必要である。 

○ 公共施設等の機能を継続的に維持するため、メンテナンスサイクル（点検→診断→

措置→記録)を構築し、損傷が軽微なうちに補修等により長寿命化を図る「予防保全」

的な対策を継続的に進め、維持管理費の縮減や更新費用の平準化を図る必要がある。 

○ 施設の老朽化等に伴う更新、修繕については、今後、施設類型ごとに策定する個別

施設計画に基づき実施する必要がある。 

 

（公共土木施設等の老朽化対策の推進） 

○ これまでの対症療法的な維持管理である「事後保全」から、中長期的な視点に基づ

き不具合や故障が生じる前に予防的に対策を行う「予防保全」へと転換し、計画的な

維持管理を実施する必要がある。 

○ 予防保全の観点から、定期的な点検を確実に実施することにより、劣化・損傷の状

況や原因を把握するとともに、劣化・損傷が進行する可能性や施設に与える影響等を

評価・診断する必要がある。 

○ 都市基盤施設の安心・安全の確保や長寿命化の推進に当たっては、技術力の確保が

重要であることから、研修等を通じ、専門的技術力を有する職員を継続的に養成し、

適切に維持管理ができる体制を整える必要がある 

【重要業績評価指標】 

インフラ長寿命化計画(個別施設計画)策定数 7計画(H26) 

 

１１）研究・技術開発 

衛星画像の災害時の活用 

○ 山口大学はＪＡＸＡと連携のもと、災害に対応した衛星画像の解析技術研究を進め

ているが、津波や地震、水害等による被災状況について、広域的な把握による救助活

動、復旧・復興活動に衛星画像の活用が進められており、災害対応力の強化につなが

ることから、衛星画像の災害時の活用に取り組む必要がある。 

 

コンクリート構造物の品質確保 

○ 平成17年からコンクリート構造物の品質確保に産学官が連携して取り組んでいる

が、それぞれの分野における最新の知見や取組み等の情報を共有し、さらなる品質確

保を図る必要がある。 
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策定経過                               

□「山口県防災会議国土強靱化地域計画専門部会」の開催 

地域計画の策定に当たり、関係機関、専門家等から、

幅広く意見を伺うため、「国土強靱化地域計画専門部会」

を開催しました。 

 

 

 

 

［委員（１３名）］                     ○：部会長 

所   属 氏  名 

山口大学 副学長 ○三 浦 房 紀 

萩市総務部長 杉 山 寛 校 

徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授 目 山 直 樹 

徳山中央病院 救命救急センター長 山 下  進 

一般財団法人山口県児童入所施設連絡協議会 副会長 安 村 裕 美 

山口県経営者協会 専務理事 田 中 一 郎 

西日本電信電話株式会社山口支店 設備部災害対策室 担当課長  小 笹 靖 弘 

一般社団法人山口県トラック協会 専務理事 髙 橋 則 彦 

山口大学 農学部生物資源環境科学科 助教 坂 口  敦 

山口大学 大学院理工学研究科 准教授 鈴 木 春 菜 

気象予報士、防災士 坂 本 京 子 

山口大学 大学院理工学研究科 教授 中 村 秀 明 

大島商船高等専門学校 情報工学科 教授 浦 上 美佐子 

（敬称略、順不同） 

 

［開催状況］ 

実 施 日 内 容 等 

第１回 平成２７年 ７月２４日 骨子案について、脆弱性の評価について 

第２回      １１月１８日 素案について 

第３回 平成２８年 ２月 ９日 最終案について 

 

 

 

 

別紙３ 
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□素案に対するパブリック・コメント（県民意見の募集）の結果概要 

１ パブリック・コメントの実施 

（１）募集期間 

   平成２７年１２月２１日（月）から平成２８年１月２０日（水）まで 

（２）素案の公表方法等 

   県庁１階の情報公開センター、各地方県民相談室等に素案を備え付けるとともに、

県ホームページに素案を公表し、県民の皆様が自由に閲覧できるようにしました。 

（３）提出方法 

   ハガキ・封書、ファックス、電子メールで意見・提案を募集しました。 

 

２ 提出いただいたご意見 

  ２１件（１名）のご意見があり、その内容は次のとおりでした。 

 

内   容 件  数 

想定するリスクに関するもの １件 

脆弱性評価に関するもの ２件 

施策の推進方針、重要業績評価指標に関するもの ７件 

取組の重点化に関するもの ２件 

計画の着実な推進に関するもの ２件 

その他 ７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


